
○近江八幡市一時預かり事業実施要綱 

平成２８年８月２６日 

告示第１７４号 

改正 平成２９年１１月１日告示第２２８号 

平成３０年３月２日告示第３４号 

平成３０年９月４日告示第２３５号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第３４条の１２の規定に基づき、就学前の児童の保護者の就労形態の多様化又は疾

病等により、断続的に、又は緊急に家庭での保育が困難となる場合に、児童を一時

的に預かり、保育を提供する事業（以下「事業」という。）の実施について、必要

な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、近江八幡市とする。ただし、この事業の全部又は一部を

市が認めた民間事業者（以下「受託者」という。）に委託することができる。 

（事業） 

第３条 事業の種類は、次のとおりとする。 

（１） 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「省令」という。）

第３６条の３５第２号に規定する一時預かり事業（以下「幼稚園型」という。） 

（２） 省令第３６条の３５第３号に規定する一時預かり事業（以下「余裕活用型」

という。） 

２ 事業の対象児童、実施施設、最低年齢、定員及び実施時間並びに実施基準は、次

に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 幼稚園型 

ア 対象児童 別表に掲げる認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６

項に規定する施設をいう。以下同じ。）の短時部に在籍している市内在住の３

歳以上の児童とする。 



イ 実施施設 別表に掲げる認定こども園とする。 

ウ 最低年齢、定員及び実施時間 対象児童の最低年齢は３歳とし、定員及び実

施時間は、実施施設が別に定める。 

エ 実施基準 設備基準及び保育の内容は、省令第３６条の３５第２号イ、ニ及

びホに定める設備並びに教育・保育の内容に関する基準を遵守すること。また、

職員の配置は、省令第３６条の３５第２号ロ及びハに基づき配置すること。 

（２） 余裕活用型 

ア 対象児童 保育所等（認定こども園並びに法第３９条第１項、法第６条の３

第９項、第１０項、第１２項及び第１３項に規定される事業を行う施設をいう。

以下同じ。）に在籍していない市内在住の小学校就学前の児童とする。 

イ 実施施設 別表に掲げる家庭的保育事業等を実施する事業所とする。 

ウ 最低年齢、定員及び実施時間 対象児童の最低年齢、定員及び実施時間は、

実施施設が別に定める。 

エ 実施基準 設備基準及び保育の内容並びに職員の配置は、近江八幡市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第３５

号）を遵守すること。 

（費用） 

第４条 市長は、事業を委託して行う場合において、事業実施に必要な経費として、

次に掲げる委託単価に基づき、受託者に委託料を支払うものとする。 

区分 基準額 備考 

幼稚

園型 

（１） 基本分（年

間延べ利用児童

数２，００１人以

上の施設） 

（ア） 児童一人

当たり日額４

００円 

平日の教育時間前後の場合に適用 

（イ） 児童一人

当たり日額４

００円 

長期休業日における利用において８時間未

満である場合に適用 

（ウ） 児童一人長期休業日における利用において８時間以



当たり日額８

００円 

上である場合に適用 

（２） 基本分（年

間延べ利用児童

数２，０００人以

下の施設） 

（ア） （１，６

００，０００円

÷年間延べ利

用児童数）－４

００円（１０円

未満切捨て） 

平日の教育時間前後の場合に適用 

（イ） 児童一人

当たり４００

円 

長期休業日における利用において８時間未

満である場合に適用 

（ウ） 児童一人

当たり８００

円 

長期休業日における利用において８時間以

上である場合に適用 

（３） 休日分 児童一人当たり

日額８００円 

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）第２条に

規定する祝日における利用（８時間未満）

において適用 

（４） 長時間加算

Ⅰ 

（ア） 児童一人

当たり日額１

５０円 

（１）の（ア）及び（２）の（ア）につい

ては４時間（又は教育時間との合計が８時

間）、（１）の（ウ）、（２）の（ウ）及

び（３）については８時間（以下「基準時

間」という。）を超えた利用時間が２時間

未満の場合に適用 

（イ） 児童一人

当たり日額３

００円 

基準時間を超えた利用時間が２時間以上３

時間未満の場合に適用 



（ウ） 児童一人

当たり日額４

５０円 

基準時間を超えた利用時間が３時間以上の

場合に適用 

（５） 長時間加算

Ⅱ 

（ア） 児童一人

当たり日額１

００円 

（１）の（イ）及び（２）の（イ）につい

て、４時間を超えた利用時間が２時間未満

の場合に適用 

（イ） 児童一人

当たり日額２

００円 

（１）の（イ）及び（２）の（イ）につい

て、４時間を超えた利用時間が２時間以上

３時間未満の場合に適用 

（ウ） 児童一人

当たり日額３

００円 

（１）の（イ）及び（２）の（イ）につい

て、４時間を超えた利用時間が３時間以上

の場合に適用 

余裕

活用

型 

 児童一人当たり

日額２，２００円 

 

２ 受託者は、事業を実施するために必要な経費の一部を、利用料として保護者から

徴収することができるものとし、利用料の基準は実施施設が別に定める。 

（平２９告示２２８・平３０告示３４・平３０告示２３５・一部改正） 

（受託者の書類の提出） 

第５条 受託者は、別に定める期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければな

らない。 

（１） 幼稚園型 

ア 一時預かり事業（幼稚園型）事業実施計画書（別記様式第１号） 

イ 収支予算書（別記様式第２号） 

ウ 一時預かり事業（幼稚園型）に係る運営規程 

エ 利用対象児童名簿 

オ その他市長が必要と認める書類 

（２） 余裕活用型 



ア 一時預かり事業（余裕活用型）事業実施計画書（別記様式第３号） 

イ 収支予算書（別記様式第２号） 

ウ 一時預かり事業（余裕活用型）に係る運営規程 

エ その他市長が必要と認める書類 

（利用の申込み） 

第６条 一時預かり事業を利用しようとする保護者は、実施施設が定める利用申込書

を当該実施施設の長に提出しなければならない。 

（指導、調査等） 

第７条 事業の適正かつ円滑な運営を期すため、市長は、必要に応じて受託者の運営

の実施状況調査及び運営の指導を行うことができる。 

２ 受託者は、前項による調査が行われるときは、関係資料を市に提出し、運営につ

いて指導があったときは、速やかに運営を改善するものとする。 

（関係書類の整備及び保存） 

第８条 受託者は、事業にかかる経費を明らかにした関係書類を整備し、当該会計年

度終了の日から起算して５年間保存しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 受託者は、委託事業終了後２０日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなけ

ればならない。 

（１） 幼稚園型 

ア 一時預かり事業（幼稚園型）事業実績報告書（別記様式第４号） 

イ 収支決算書（別記様式第５号） 

ウ その他市長が必要と認める書類 

（２） 余裕活用型 

ア 一時預かり事業（余裕活用型）事業実績報告書（別記様式第６号） 

イ 収支決算書（別記様式第５号） 

ウ その他市長が必要と認める書類 

（留意事項） 

第１０条 事業者は、一時預かり保育中に事故が生じた場合には、特定教育・保育施



設等における事故の報告等について（平成２７年２月１６日付け府政共生９６号・

２６初幼教第３０号・雇児保発０２１６第１号通知）に従い、必要に応じて速やか

に国へ報告すること。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年９月１日から施行する。 

（近江八幡市民間認定こども園一時預かり事業（幼稚園型）実施要綱の廃止） 

２ 近江八幡市民間認定こども園一時預かり事業（幼稚園型）実施要綱（平成２７年

近江八幡市告示第３５号）は、廃止する。 

付 則（平成２９年告示第２２８号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

付 則（平成３０年告示第３４号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

付 則（平成３０年告示第２３５号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

別表（第３条関係） 

種類 実施施設 

幼稚園型 私立認定こども園 

余裕活用型 小規模保育事業施設 

家庭的保育事業施設 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第５条関係） 

別記様式第２号（第５条関係） 

別記様式第３号（第５条関係） 

別記様式第４号（第９条関係） 

別記様式第５号（第９条関係） 

別記様式第６号（第９条関係） 

 


